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《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、肝機能障害が確定していない肝機能障害疑いに対するアデ

ノシンデアミナーゼ（ADA）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 アデノシンデアミナーゼ（ADA）は、肝機能障害の重症度の指標として

用いられることがあるが、肝機能障害疑いに対する検査としては有用性は

低く、算定は認められないと整理した。 

 


